
令和８年４月２０日 

保 護 者 様 

大阪市立東我孫子中学校 校長 中村 圭一 

   同  ＰＴＡ会長 田儀 絵理 

  

令和８年度 学校徴収金およびＰＴＡ会費の納入について 

 

陽春の候、保護者の皆様には、ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。平素は、本校の教育活動の

推進に、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

さて、お子様の実習教材や各教科の副読本、校外学習の費用、泊行事の積立金等個別に使用する教材等の

費用は、保護者様負担になります。ＰＴＡ会費と併せまして、下記ならびに裏面の要領にて、納入いただき

ますようお願いいたします。 

教材等の内容につきまして、教育的効果および保護者様の負担軽減を考慮して検討しました結果、今年度

の学校徴収金の収支の内訳は、別紙「令和８年度 生徒費会計予算書」および「令和８年度 積立金会計予

算書」のとおりです。ご確認ください。 

記 

１ 納入方法 

（１） 口座振替の方 

徴収金用に口座登録をしていただいた金融機関口座から引落としをさせていただきます。 

振替日の前日までにご入金ください。 

＊振替手数料はかかりません。 

＊残高不足等で振替不能となった場合、再振替はございません。翌月 10 日ごろに通知を配布いたしますので、事務

室まで現金で納入をお願いいたします。 

（２）現金納入の方 

納入月の 15日ごろに「納入通知書」を入れた封筒を、お子様にお渡しします。 

納入期限までに「納入通知書」に現金を添えて、事務室まで納入をお願いいたします。 

 
 
２ 基本の納入額・振替日（現金納入期限） 

  本校では、１年間の徴収金を「一括払い」で納入していただくことを基本としております。 

 納入額および振替日（現金納入期限）については下表のとおりですが、分割払いを希望される場合は、別

紙配布の『分割払申込書』を期限までにご提出ください。 

振 替 日     

（現金納入期限） 
5月 27日（水）一括払い 

内訳 生徒費 積立金 PTA会費 合計（納入額） 

１年 16,600円 30,000円 4,800円 51,400円 

２年 15,700円 30,000円 4,800円 50,500円 

３年 17,000円 なし 4,800円 21,800円 

⇒ 裏面もご確認ください。 



 
３ 分割払いでの納入額・振替日（現金納入期限）※希望者のみ 

分割払いでの納入額および振替日（現金納入期限）については下表のとおりです。 

ご覧いただき、分割払いを希望される場合は 4月 28日（火）までに別紙配布の「分割払申込書」を東我

孫子中学校（事務室）にご提出ください。（期限までに提出がない場合は一括払いで納入となります） 

振 替 日     

（現金納入期限） 

5 月分 6 月分 7 月分 8 月分 9 月分 
合 計 

5 月 27 日 6 月 29 日 7 月 27 日 8 月 27 日 9 月 28 日 

1

年 

生徒費 6,600 円 10,000 円    16,600 円 

積立金   10,000 円 10,000 円 10,000 円 30,000 円 

PTA 会費 4,800 円     4,800 円 

口座振替・納入額 11,400 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円 51,400 円 

         

振 替 日     

（現金納入期限） 

5 月分 6 月分 7 月分 8 月分 9 月分 
合 計 

5 月 27 日 6 月 29 日 7 月 27 日 8 月 27 日 9 月 28 日 

2

年 

生徒費 5,700 円 10,000 円    15,700 円 

積立金   10,000 円 10,000 円 10,000 円 30,000 円 

PTA 会費 4,800 円     4,800 円 

口座振替・納入額 10,500 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円 50,500 円 

       
 

 

振 替 日     

（現金納入期限） 

5 月分 6 月分 
合 計    

5 月 27 日 6 月 29 日 
   

3

年 

生徒費 7,000 円 10,000 円 17,000 円 
   

PTA 会費 4,800 円  4,800 円 
   

口座振替・納入額 11,800 円 10,000 円 21,800 円 
   

         

 

４ 連絡事項 

・ＰＴＡ会費は、1家庭につき年間分 4,800円を 5月徴収時に一括納入となります。 

  きょうだいが２人以上在籍されているご家庭は、学年・組の小さいお子さま１人から徴収いたします。 

（例：2-1 と 3-1 にきょうだいがいる場合は 2-1 のお子さま、1-1 と 1-2 にきょうだいがいる場合は 1-1 の 

お子さまから徴収いたします。） 

・令和８年度就学援助早期１に認定されたご家庭は、就学援助費から直接充当しますので、納入額から生徒費 

を除いた金額で納入していただきます。 

・決算の際に剰余額が生じた場合は、年度末にご登録口座へ返金いたしますので、3月末日まで口座解約 

をしないようご注意ください。（ゆうちょ銀行を登録されている方は現金での返金となります） 

・ご不明な点などございましたら 東我孫子中学校（事務室）までご連絡ください。（℡：6698－0001） 

 

 

 

★納入額のお知らせは今回のみです。納入が終わるまで保管をお願いします★ 


